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令 和 ８ 年 度 事 業 計 画           

      事 業 項 目                      事 業 計 画 案 

 １ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警備業務の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

警備業務適正化及び経営基盤強化のための各種施策の推進 

① 「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」（内閣官房・公正取引委員会）を 

踏まえた労務費等の適切な価格転嫁を図り、全国警備業協会が作成したリーフレット「警備

業における適切な価格転嫁の実現に向けて」を活用した価格交渉を積極的に推進する。 

②  経営基盤の強化を図るため、自主行動計画の推進による適正な警備料金の確保と労務単価 

の改善に対する普及啓発に努める。 

③  「警備業経営者のための倫理要綱」「警備員処遇改善に向けたスローガン」並びに警備員 

の守るべき規範を定めた「警備員規範」及び「警備員心得」の周知徹底に努め、会員に係る 

業法違反行為等の排除とコンプライアンスを徹底する。 

④  本年１０月から義務化されるカスタマーハラスメント対策を推進し、警備員が心身ともに 

健康で安心して働ける職場環境の構築を図る。 

(2) 

 

 

警備員不足への対応 

① 関係機関、団体と連携した人材確保に向けた各種施策等を実施する。 

② 警備員不足解消を目的とした、警備業務等のＤＸ化、効率的な活用方法等の調査、研究を行う。 

(3) 労働災害の防止 

① 警備員の受傷事故防止対策として、全国警備業協会が作成した「警備員における受傷事故防止 

対策マニュアル」の周知を図る。 

②  全国の重大労災事故速報等を会員に周知し、事故原因等調査・検討会を実施して同種事案の防 

止等、現場の改善等を図る。 

③ 警備員による労働災害事故防止活動の一環として、ポスター、標語を募集して関心を高め、優秀 

作品については表彰を実施するなど機運を高めるとともに、業界全体の労働災害防止への意識付 

けを行う。 

④  作業現場等への安全パトロールを推進し、現場の点検と業務指導等により警備員の労働災害防

止を徹底する。 

⑤ 事業者の熱中症対策を徹底し、熱中症のおそれがある労働者に対する迅速かつ適切な対処の徹 

底を図る。 

⑥ 警備業務におけるサングラス着用ガイドラインに則った普及啓発活動を行う。 

 ２ 

 

 

研修等の委託事業  ① 公安委員会の法定委託講習である「警備員指導教育責任者資格取得講習」の実施。 

②  国家公安委員会登録講習機関「一般社団法人警備員特別講習事業センター」委託事業であ

る「特別講習」の実施とWEB申込受付システムの推進 

③ 県協会主催による警備員現任講習等の開催 

 ３ 

 

 

 

 

 

 

教育訓練・研修 

 

(1) 

 

 

 

 

 

 

各種講習会・研修会の実施等 

① 公安委員会の法定委託講習である「警備員指導教育責任者資格取得講習」の受託と実施。 

〇令和８年度計画 ～ 新規１号、追加２号・４号 

② 国家公安委員会登録講習機関「一般社団法人警備員特別講習事業センター」委託の特別講 

習の実施。（年３回） 

   〇令和８年度 ～ 交通2級(6/2～3) / 施設2級(7/14～15) / 交通2級(10/22～23) 

③ 特別講習の合格率向上及び警備員の知識・技能の向上を目的とした「事前講習」の実施。 

 〇令和８年度 ～ 交通2級(5/18～19) / 施設2級(7/7～8) / 交通2級(10/8～9) 

④  特別講習講師の体制強化と講習技能の向上を図るため、全国警備業協会が主催する各種講習

会への講師等の派遣と当県協会主催による講師研修会の開催。 
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(2) 警備員に対する教養訓練 

①  新任20時限、現任10時限の法定教育の徹底と、eラーニングの活用促進を図る。 

② 警備員の資質の向上と不適切事案防止に向けた教育訓練の強化を図る。 

③ 警備員の技能向上と質の高い業務提供を図るため、多くの警備員に特別講習等の受講募集 

を行い、各種検定の活性化と業務の適正化を図る 

(3) 

 

 

警備員指導教育責任者等に対する教育訓練研修 

① 関係法令の改正及び問題点並びに全警協、関係機関等の指導内容等を周知し、警備員に対 

する指導及び業務の適正化を推進する。 

② 全国警備業協会が行う「教育幹部研修会」等の受講促進。 

 ４ 

 

 

 

警備業功労者等に対

する表彰 

 

 

(1) 

 

 

 

表彰事業の実施 

①  警備業の発展に尽力した会員に対し、警察本部長・協会長連名表彰、協会長表彰の実施。 

② 警備員の士気の高揚を図るため、優良警備員等表彰の実施。 

③ その他、コンクール、人命救助等に功績が認められる者に対する会長表彰の実施。 

(2) 部外表彰への上申 

① 全国警備業協会表彰規程等に該当する功労者等に対する積極的な表彰上申の実施。 

② 関係団体が定める表彰規程等に該当する功労会員に対する積極的な表彰上申の実施。 

 ５ 

 

 

 

 

 

 

警備業に関する相談

及び苦情の処理 

 

 

 

 

 

 

(1) 

 

 

相談の処理 

① 県協会事務局の相談窓口において、積極的な相談を受理する。 

② 相談の受理内容及び対応等については、経過・結果措置等を相談受理簿に記録し明確化す 

る。 

(2) 苦情の処理 

①  苦情を受理した場合、苦情処理簿に苦情内容、苦情に対する対応措置等を記録し明確化す

る。 

② 苦情内容について、関係会員とともに調査を行い苦情者に対する適切な措置を図る。 

③ 苦情内容が、警備業務全体に及び全体に周知する必要があるものについては、会員に対す

る周知と再発防止に努める。 

 ６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホームページの運用

機関誌の発行その他

広報啓発活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

 

 

 

ホームページの運用 

① ホームページの適宜更新を行うとともに、警備の仕事等を紹介と協会員の活動状況を掲載 

 して警備業の魅力を伝え、人材確保等に向けた効果的な活用を図る。 

② その他協会運営に関する事項等をホームページに掲載紹介し、会員の獲得促進を図る。 

(2) 

 

 

機関誌の発行 

① 毎月「会報」を発行し、各種情報等の周知徹底を図る。 

② 会員から掲載記事を募集し、会員相互の連携や活動の活性化を図る。 

(3) 

 

 

 

その他広報啓発活動 

①  各種イベント会場等において、広報啓発活動を推進する。 

② 関係機関の各種行事に積極的に参加して、広報啓発活動を推進する。 

③ 全国警備業協会の機関誌、業界新聞等に積極的に投稿して広報啓発活動の推進を図る。 

④ 全国警備業協会のマスコットキャラクターを活用した広報啓発活動を実施する。 

 ７ 

 

 

 

警備技術・警備用資

機材等の調査研究並

びに教育関係図書の

紹介・斡旋 

(1) 

 

警備技術及び警備用資機材等に関する調査研究 

① 全国警備業協会等が行う各種警備業務研修会等の受講。 

② 警備業界の未来を見据えたＤＸ化と警備員の省人化に備えたＡＩ交通誘導警備システム等

 に関する調査研究を行う。 
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 (2) 

 

警備業務係る教育関係図書の紹介・斡旋 

① 警備業務に関連する書籍、視聴覚教材等の紹介、斡旋販売を促進する。 

② 有資格者及び検定合格者警備員用バッヂの斡旋販売を促進する。 

 ８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係行政機関等が行

う地域安全、防災及

び事故防止活動等に

対する協力支援活動 

(1) 

 

 

 

関係機関との連携 

① 警察、県、関係機関・団体等と連携した犯罪及び事故の防止に関する知識の普及及び広報

啓発活動の実施。 

② 地域安全活動、犯罪の予防・検挙活動等治安維持活動に対する連携及び協力。 

(2) 

 

 

 

 

大規模災害・安全安心な暮らしの確保に対する対応 

① 山梨県及び山梨県警察と締結している「災害支援協定」や「安全安心な暮らしの確保に関

する協定」に基づく協力連携及び通報連絡体制の構築。 

② 「安全安心な暮らしの確保に関する協定」「国際テロリズム等の未然防止に関する協定」

に基づき、重要緊急事案発生時に対する積極的な協力通報体制の構築。 

 ９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域防災計画等に基 

づく大規模災害発生

時における協力、支

援活動 

 

 

 

 

 

(1) 

 

 

 

 

 

 

大規模災害発生時における協力・支援活動 

① 平成9年に山梨県、山梨県警察本部と締結した「災害支援協定」に基づく応援出動により、

災害地域の安全に協力する。 

② 災害時における支援協定締結に基づき、自治体が行う訓練等へ参加・支援を行う。 

       （９月～甲府市、１１月～山梨県） 

③ 現協定を見直し、出動に掛かる実費弁済と警備員の免責等を盛り込んだ協定の再締結に向

けて、県、警察との協議検討の実施。 

(2) 

 

警備員に対する防犯、防災意識の普及 

① あらゆる機会を通じて警備員個々の防犯、防災、地震対策活動の意識の普及徹底を図る。 

② 自治体等が行う訓練等に参加し、防災意識の普及を徹底する。 

 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他本会の目的を

達成するために必要

な事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

 

 

 

 

 

定時総会、理事会等の開催 

① 定時総会は年１回開催する。必要により定款の定めにより臨時総会を開催する。 

② 協会活動を活発化するため、当面する諸問題等について協議する理事会等を年４回以上開

催する。 

③ 暴力追放県民会議などと連携した、反社会的勢力排除対策の推進と犯罪予防対策等の知識 

の普及及び広報活動の実施。 

(2) 

 

 

 

全国警備業協会等との連携 

① 全国警備業協会主催の定時総会、専務理事会議等並びに関東地区警備業協会連合会主催の

通常総会、事務局職員会議等への出席。 

② 各県協会との連携強化、積極的な情報交換等による事業活動等の強化。 

(3) 

 

 

協会活動 

① 関係官庁との緊密な連携及び公的事業等に対する積極的参加・協力。 

② 未加入警備業者の入会促進。 

③ 会員相互の融和を図るため、親睦会など福利厚生事業の推進。 

④ その他協会の目的を達成するために必要な事業等の推進。 

⑤ 安全祈願祭、新年互礼会の開催 
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- 5 - 

 

 

 

 

 

 

 


